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（2008 年 6 月 26 日掲載） 

 

No.41 身体障害者手帳制度，療育手帳制度，精神障害者保健福祉手帳制度を比較せよ。 

解答  

 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 

対象 身体障害 知的障害 精神障害 

概要  身体障害者福祉法に定め

る身体上の障害がある者

に対して，都道府県知事，

指定都市市長又は中核市

市長が交付する。  

知的障害児・者への一貫

した指導・相談を行うとと

もに，これらの者に対して

各種の援助措置を受けや

すくするため，児童相談所

又は知的障害者更生相談

所において知的障害と判

定された者に対し交付す

る。  

一定の精神障害の状態に

あることを認定して精神障

害者保健福祉手帳を交付

することにより，各種の支

援策を講じやすくし，精神

障害者の社会復帰，自立

及び社会参加の促進を図

ることを目的としている。  

根拠 身体障害者福祉法第15条  療育手帳制度 について

（昭和48年9月27日厚生省

発児第156号厚生事務次

官通知）  

※ 本通知は，療育手帳

制度に関する技術的助言

（ガイドライン）であり，各

都道府県知事等は，本通

知に基づき療育手帳制度

について，それぞれの判

断に基づいて実施要綱を

定めている。  

精神保健福祉法第45条  

交付対象者  身体障害者福祉法別表に

掲げる身体上の障害があ

るもの  

別表に定める障害の種類

（いずれも，一定以上で永

続することが要件とされて

児童相談所又は知的障害

者更生相談所において知

的障害であると判定され

た者に対して交付する。  

次の精神障害の状態にあ

ると認められた者に交付す

る。  
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いる） 

① 視覚障害 ② 聴覚又

は平衡機能の障害 ③ 音

声機能，言語機能又はそ

しゃく機能の障害 ④ 肢

体不自由 ⑤ 心臓，じん

臓又は呼吸器の機能の障

害 ⑥ ぼうこう，直腸又は

小腸の機能の障害 ⑦ ヒ

ト免疫不全ウイルスによる

免疫の機能の障害  

障害の程度，判

定基準，等級 

障害の程度 

 

法別表に該当するかどう

かの詳細については，身

体障害者福祉法施行規則

別表第５号「身体障害者

障害程度等級表」におい

て， 障害の種類別に重度

の側から１級から６級の等

級が定められている。 （７

級の障害は，単独では交

付対象とはならないが，７

級の障害が２つ以上重複

する場合又は７級の障害

が６級以上の障害と重複 

す る 場 合 は ， 対 象 と な

る。）  

障害の程度及び判定基準 

 

重度（Ａ）とそれ以外（Ｂ）

に区分 

●重度（Ａ）の基準  

① 知能指数が概ね３５以

下であって，次のいずれ

かに該当する者  

・食事，着脱衣，排便及び

洗面等日常生活の介助を

必要とする。  

・異食，興奮などの問題行

動を有する。  

② 知能指数が概ね５０以

下であって，盲，ろうあ，

肢体不自由等を有する者 

●それ以外（Ｂ）の基準 

重度（Ａ）のもの以外  

（等級） 

 

精神疾患の状態と能力障

害の状態の両面から総合

的に判断し，次の３等級と

される。  

●１級：精神障害であって，

日常生活の用を弁ずること

を不能ならしめる程度のも

の  

●２級：精神障害であって，

日常生活が著しく制限を受

けるか又は日常生活に著し

い制限を加えることを必要

とする程度のもの  

●３級：精神障害であって，

日常生活若しくは社会生活

が制限を受けるか，又は日

常生活若しくは社会生活に

制限を加えることを必要と

する程度のもの 

交付者数 

（2006年度末現

在）  

４，８９５，４１０人 

（1級：1,468,438人，2級：

851,155 人， 3 級： 844,117

人， 4 級： 1,056,401 人， 5

７２７，８５３人 

（重度（Ａ）：331,672人，そ

れ以外（Ｂ）：396,181人）  

４０４，８８３人 

（ 1 級 ： 73,810 人 ， 2 級 ：

248,102人，3級：82,971人）  
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級 ： 342,887 人 ，  6 級 ：

332,412人）  

（ 肢 体 不 自 由 55.5 ％ ，

26.1％，聴覚･平衡機能障

害9.1％，視覚障害7.9％，

音声･言語・そしゃく機能

障害0.1％の順） 

 

（注）精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続き 

その居住地（居住地を有しないときは，その現在地とする。以下同じ。）の市区町村を経由して，都道府県知事

に申請する。 手帳の有効期限は交付日から２年が経過する日の属する月の末日となっており，２年ごとに，障

害等級に定める精神障害の状態にあることについて，都道府県知事の認定を受けなければならない。 
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